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は
じ
め
に

　

国
初
朝
鮮
は
中
国
式
銅
銭
で
あ
る
朝
鮮
通
宝
や
楮
貨
（
紙
幣
）
を
発
行
し
た
が
何
れ
も
短
命
に
終
わ
り
、
市
場
で

の
交
易
や
財
政
収
支
に
は
米
や
麻
布
・
綿
布
な
ど
の
現
物
貨
幣
（
物
品
貨
幣
）
が
使
用
さ
れ
た
。
銀
は
壬
辰
倭
乱
の

際
に
明
軍
が
持
ち
込
ん
だ
こ
と
を
契
機
と
し
て
漢
城
市
場
で
盛
ん
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
政
府
も
兵
餉
備
蓄

を
目
的
と
し
て
銀
の
保
有
に
努
め
た
。

　

倭
乱
の
終
息
後
、
政
府
は
銭
の
鋳
造
に
乗
り
出
し
た
が
、
原
料
銅
を
日
本
か
ら
輸
入
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
た
め

容
易
に
は
進
展
せ
ず
、
粛
宗
四
年
（
一
六
七
八
）
常
平
通
宝
の
鋳
造
に
よ
り
漸
く
軌
道
に
乗
っ
た
。
そ
の
後
粛
宗

二
三
年
（
一
六
九
七
）
に
鋳
銭
は
一
旦
中
断
さ
れ
、
英
祖
一
八
年
（
一
七
四
二
）
に
再
開
さ
れ
る
ま
で
約
半
世
紀
間

の
反
動
期
を
迎
え
た
が
、一
八
世
紀
末
よ
り
鋳
造
量
は
増
加
し
、倭
銀
の
輸
入
杜
絶
や
甲
山
銅
鉱
の
開
発
と
も
相
俟
っ

て
、
一
九
世
紀
に
は
朝
鮮
は
中
国
や
日
本
と
は
異
な
る
銅
銭
本
位
国
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
朝
鮮
を
代
表
す
る
貨
幣
で
あ
る
常
平
通
宝
は
中
国
や
日
本
の
銅
銭
と
同
じ
小
銭
（
一
文
銭
）
で
あ
り
、
大
銭

（
高
額
銭
）
と
の
併
用
は
当
初
か
ら
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
高
宗
三
年
（
一
八
六
六
）
に
興
宣
大
院
君
が
景
福
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宮
造
営
や
軍
備
強
化
を
目
的
と
し
て
鋳
造
し
た
当
百
銭
は
銅
銭
史
上
の
例
外
的
事
例
で
あ
り
、
こ
れ
と
て
額
面
通
り

に
流
通
せ
ず
、
ほ
ど
な
く
回
収
さ
れ
て
い
る
。
基
本
的
に
銅
銭
に
は
高
額
銭
が
無
い
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と
に
、
朝
鮮
で
は
鋳
銭
停
止
中
の
英
祖
元
年
（
一
七
二
五
）
よ
り
未
だ
銭
荒
（
銭
不
足
）

状
態
か
ら
十
分
に
脱
し
切
れ
て
い
な
い
純
祖
一
六
年
（
一
八
一
六
）
に
至
る
ま
で
十
数
回
に
渉
り
大
銭
鋳
造
論
が
官

僚
や
在
野
の
知
識
人
か
ら
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
実
を
最
も
詳
細
に
発
掘
し
整
理
し
た
元
裕
漢
は
そ
の
主
要
動

機
と
し
て
、
第
一
に
原
料
銅
の
確
保
が
困
難
な
状
況
下
で
貨
幣
需
要
の
増
大
に
応
じ
る
た
め
、
第
二
に
「
貨
権
在
上
」

の
名
分
を
掲
げ
た
政
府
が
大
銭
の
投
入
に
よ
り
富
民
に
よ
っ
て
退
蔵
さ
れ
て
い
る
銅
銭
を
市
場
に
引
き
出
そ
う
と
し

た
た
め
と
い
う
二
点
を
挙
げ
て
い
る（
１
）。

　

だ
が
元
裕
漢
の
議
論
に
は
致
命
的
な
欠
点
が
あ
る
。
ま
ず
第
一
の
要
因
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
粛
宗
二
三
年
の
鋳
銭

停
止
に
よ
り
漢
城
は
慢
性
的
銭
荒
に
陥
っ
た
が
、
政
府
は
平
安
監
兵
営
が
備
蓄
し
た
銭
の
南
送
を
除
き
根
本
的
な
措

置
を
講
じ
て
こ
な
か
っ
た（
２
）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
鋳
造
貨
幣
廃
止
論
者
で
あ
っ
た
英
祖
の
代
に
至
っ
て
何
故
大
銭
鋳

造
論
が
突
然
出
現
し
た
の
か
、
合
理
的
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
銅
銭
に
着
目
す
れ
ば
確
か
に
貨
幣
量
は

不
足
し
て
い
た
が
、
当
時
は
ま
だ
米
や
綿
布
な
ど
の
現
物
貨
幣
が
遍
く
通
行
し
て
お
り
、
国
家
財
政
の
銭
納
化
も
始

ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
ら
、
流
動
性
の
不
足
に
よ
る
市
場
の

塞
は
起
こ
り
得
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

従
っ
て
銅
銭
の
負
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
た
時
期
に
何
故
小
銭
よ
り
弊
害
の
大
き
い
大
銭
の
投
入
が
提
起
さ
れ
た

の
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
、
貨
幣
不
足
説
で
は
説
得
的
な
答
え
が
出
せ
な
い
。

　

次
に
第
二
の
要
因
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
論
者
の
主
観
的
認
識
が
奈
辺
に
あ
れ
、
素
材
価
値
が
額
面
の
高
さ
に
見
合

う
ほ
ど
十
分
に
確
保
さ
れ
て
い
な
い
大
銭
は
小
銭
と
較
べ
て
悪
貨
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
、グ
レ
シ
ャ
ム
の
法
則
通
り
、

大
銭
の
散
布
は
小
銭
を
市
場
に
引
き
出
す
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
既
に
市
場
に
出
回
っ
て
い
る
小
銭
の
退
蔵
を
加
速
し
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て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
現
代
の
硬
貨
の
よ
う
に
政
府
が
額
面
価
値
を
法
的
に
保
証
す
れ
ば
併
用
も
可
能
で

あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
議
論
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
朝
鮮
の
「
貨
権
在
上
」
論
と
は
国
王
が
富
民
か
ら
貨

幣
運
用
権
を
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
り
、
富
民
に
よ
る
退
蔵
を
防
遏
し
て
市
場
に
貨
幣
を
流
通
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
因
み
に
、
中
国
で
は
民
と
利
を
争
う
よ
う
な
経
済
政
策
は
禁
じ
手
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
国
家
は
中
立

的
立
場
か
ら
経
済
活
動
を
円
滑
化
さ
せ
る
こ
と
で
財
政
収
入
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

　

本
稿
の
課
題
は
英
祖
前
期
か
ら
純
祖
前
期
に
か
け
て
間
歇
的
に
大
銭
鋳
造
論
が
提
起
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
再
検

討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
但
し
史
料
の
制
約
に
よ
り
確
証
的
な
結
論
は
出
せ
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
と
言
う
の
は
、
朝
鮮
の
士
大
夫
は
中
国
の
士
大
夫
よ
り
も
市
場
経
済
に
対
す
る
理
解
が
低
く
、
ま
た

庶
民
の
残
し
た
史
料
も
存
在
し
な
い
た
め
、
市
場
に
お
け
る
銅
銭
流
通
の
実
態
が
全
く
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

加
え
て
彼
ら
は
商
業
を
卑
賤
視
し
て
い
た
た
め
、
そ
の
言
説
に
は
強
い
バ
イ
ア
ス
が
掛
か
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
言

う
と
、
彼
ら
は
銭
の
流
通
に
よ
り
高
利
貸
し
の
活
発
化
や
盗
賊
の
横
行
な
ど
が
惹
起
さ
れ
る
と
唱
え
る
。
し
か
し
例

え
ば
端
境
期
に
米
一
石
を
貸
し
収
穫
期
に
二
石
を
返
さ
せ
る
な
ど
、
現
物
を
用
い
た
高
利
貸
し
行
為
も
十
分
可
能
で

あ
り
、
ま
た
貨
幣
経
済
の
浸
透
と
盗
賊
の
出
没
と
は
何
の
関
係
も
無
い
。
彼
ら
は
皆
朱
子
学
で
理
論
武
装
し
た
儒
教

官
僚
で
あ
る
が
、
中
国
で
大
銭
が
行
使
さ
れ
た
事
例
が
ほ
と
ん
ど
無
い
の
で
、
廷
議
で
は
往
々
に
し
て
漢
代
の
五
銖

銭
な
ど
を
引
き
合
い
に
出
し
て
抽
象
的
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
わ
れ
わ
れ
は
貨
幣
経
済
の
素
人
政
治
家
が

語
っ
た
言
説
を
頼
り
に
検
討
を
進
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
本
稿
で
は
一
つ
の
試
論
を
提
示
す
る

に
と
ど
め
、
綿
密
な
検
証
は
他
日
を
期
し
た
い
。



－ 4－－ 4－

朝鮮後期の大銭鋳造論

　
　
　

一　

常
平
通
宝
の
鋳
造
と
停
止

　

本
格
的
な
大
銭
鋳
造
論
に
入
る
前
に
、
ま
ず
は
常
平
通
宝
の
行
使
前
期
す
な
わ
ち
粛
宗
期
の
銭
制
に
つ
い
て
検
討

し
よ
う
。
常
平
通
宝
は
粛
宗
四
年
よ
り
通
行
が
始
ま
る
が
、
翌
五
年
に
は
よ
り
大
型
で
背
面
下
部
に
「
二
」
字
を
刻

ん
だ
銭
（
以
後
こ
れ
を
二
字
銭
と
呼
ぶ
）
が
新
鋳
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
短
期
間
で
大
小
二
種
類
の
銭
が
鋳
造
さ
れ

る
の
は
、
東
ア
ジ
ア
の
銅
銭
史
上
極
め
て
異
例
の
事
で
あ
る
。
元
裕
漢
は
二
字
銭
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
が
、
彼

の
研
究
を
土
台
に
朝
鮮
貨
幣
史
を
「
貨
権
在
上
」
の
視
点
か
ら
考
察
し
た
須
川
英
徳
に
よ
る
と
、

最
初
に
鋳
造
さ
れ
た
常
平
通
宝
一
文
銭
（
戸
曹
鋳
造
を
示
す
た
め
に
裏
面
上
に
「
戸
」
一
文
字
を
鋳
込
ん
で
い

る
の
で
古
鋳
単
字
銭
と
呼
ば
れ
る
）
の
直
径
二
三
〜
二
六
ミ
リ
に
た
い
し
三
〇
〜
三
二
ミ
リ
と
や
や
大
型
の
折

二
銭
（
＝
二
文
銭
。
裏
面
下
に
二
文
銭
を
意
味
す
る
「
二
」、
上
に
「
戸
・
工
・
訓
・
賑
・
備
・
尚
」
な
ど
、

す
な
わ
ち
戸
曹
・
工
曹
・
訓
錬
院
・
賑
恤
庁
・
備
辺
司
・
慶
尚
監
営
な
ど
の
発
行
官
庁
名
を
鋳
込
ん
だ
）
も
翌

一
六
七
九
年
か
ら
発
行
さ
れ
た
。
一
文
銭
が
少
な
く
折
二
銭
の
発
行
量
が
多
か
っ
た
た
め
、
市
場
で
は
折
二
銭

が
主
に
流
通
し
た
。
一
六
九
七
〜
一
七
三
〇
年
の
発
行
中
断
を
経
て
、
一
七
三
一
年
に
は
賑
恤
目
的
で
折
二
銭

と
同
形
と
推
測
さ
れ
る
常
平
通
宝
を
発
行
し
た
。
一
七
四
二
年
以
後
に
は
、
常
平
通
宝
が
継
続
的
に
鋳
造
さ
れ

る
が
、
こ
れ
は
以
前
の
折
二
銭
か
や
や
小
振
程
度
の
大
き
さ
で
あ
っ
て
背
「
二
」
字
を
省
略
し
、
そ
こ
に
千
字

文
・
数
字
・
五
行
な
ど
の
炉
冶
別
を
示
す
符
合
を
入
れ
た
新
し
い
形
式
で
あ
っ
た
。
以
後
の
常
平
通
宝
は
い
ず

れ
も
こ
の
背
面
形
式
を
踏
襲
す
る
。
当
初
発
行
の
も
の
は
一
文
銭
と
折
二
銭
が
区
別
さ
れ
た
が
、
以
後
の
発
行

分
は
使
用
上
で
は
い
ず
れ
も
一
文
銭
で
あ
っ
た
。
一
九
世
紀
に
入
る
と
、
原
料
節
約
を
目
的
に
直
径
二
三
〜

二
六
ミ
リ
の
小
型
銭
が
発
行
さ
れ
、
以
前
の
も
の
と
取
り
混
ぜ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
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と
述
べ
て
お
り（
３
）、
こ
の
二
字
銭
は
一
枚
が
二
文
に
相
当
す
る
大
銭
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
高
額
銭
を
示

す
「
当
」
の
代
わ
り
に
「
折
」
を
用
い
て
い
る
が
、
意
味
す
る
所
は
同
じ
で
あ
る
。
厳
密
に
言
う
と
、「
当
」
と
は

一
文
銭
か
ら
十
文
銭
へ
と
い
っ
た
よ
う
に
同
質
の
物
貨
に
換
え
る
こ
と
、「
折
」
と
は
銭
で
あ
れ
ば
銀
や
綿
布
な
ど

異
な
る
物
貨
に
換
算
す
る
こ
と
（
主
と
し
て
納
税
の
際
に
使
用
さ
れ
る
）
で
あ
り
、
折
二
銭
な
る
表
現
は
漢
文
法
か

ら
見
て
誤
り
な
の
で
あ
る
が
、
須
川
は
先
行
研
究
で
あ
る
李
大
鎬
編
『
韓
国
貨
幣
史
』
の
記
述
を
無
批
判
に
踏
襲
し

て
い
る（
４
）。
な
お
韓
国
銀
行
が
刊
行
し
て
い
る
『
我
々
の
貨
幣
、
世
界
の
貨
幣
』
と
い
う
図
録
集
に
も
二
字
銭
の
図

版
に
「
当
二
銭
」
と
い
う
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
付
け
ら
れ
て
お
り（
５
）、
二
字
銭
を
二
文
銭
と
見
な
す
考
え
は
現
在
で
も

引
き
継
が
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
二
字
銭
は
当
二
銭
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
一
文
銭
が
発
行
さ
れ
た
翌
年
に
二
文
銭
が
鋳
造
さ
れ
る
と
い
う

の
は
極
め
て
不
自
然
で
あ
る
し
、
二
文
銭
が
市
場
で
は
一
文
の
価
値
し
か
有
し
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
何
故
政
府

は
大
型
の
銭
を
追
加
鋳
造
し
た
の
か
が
理
解
で
き
な
い
。
単
に
大
き
さ
が
異
な
り
「
二
」
字
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
だ

け
で
二
字
銭
を
当
二
銭
と
捉
え
る
の
は
早
計
で
あ
る
。

　

結
論
か
ら
言
う
と
、
常
平
通
宝
の
背
面
に
刻
ま
れ
て
い
る
「
二
」
字
は
当
二
銭
の
意
味
で
は
な
く
重
量
が
二
銭
で

あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。『
承
政
院
日
記
』
第
三
四
三
冊
、
粛
宗
一
六
年
一
〇
月
七
日
の
条
に
、
大
司
憲
閔
宗
道

の
発
言
と
し
て
、

凡
そ
銭
文
の
前
面
に
は
則
ち
常
平
通
宝
の
四
字
を
書
き
、
後
面
上
端
に
は
所
鋳
の
官
曹
の
名
一
字
を
書
く
。
戸

曹
の
所
鋳
の
如
き
は
、
則
ち
只
だ
戸
の
字
を
書
き
、
工
曹
の
所
鋳
は
、
則
ち
只
だ
工
の
字
を
書
く
。
此
れ
則
ち

以
て
某
司
の
所
鋳
を
表
す
也
。
後
面
下
端
に
は
二
の
字
を
書
く
。
此
れ
則
ち
以
て
銭
一
文
重
さ
二
（
欠
字
）
の

意
を
明
ら
か
に
す
る
也
。
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と
の
記
載
が
あ
り
、「
二
」
が
重
さ
を
指
す
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
欠
字
の
部
分
は
恐
ら
く
「
銭
」
で
あ
ろ
う
。

も
と
も
と
両
・
銭
・
分
は
重
量
単
位
で
、
一
〇
分
が
一
銭
、
一
〇
銭
が
一
両
で
あ
る
。
秤
量
貨
幣
で
あ
る
銀
は
当
然

こ
の
重
量
単
位
で
表
記
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
朝
鮮
で
は
計
数
貨
幣
で
あ
る
銭
に
も
こ
の
単
位
を
援
用
し
、
一
文
を
一

分
、
一
〇
文
を
一
銭
、
一
〇
〇
文
を
一
両
と
呼
ん
だ
。
従
っ
て
二
字
銭
は
重
量
二
銭
の
銅
銭
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

で
は
朝
廷
は
何
故
単
字
銭
発
行
の
翌
年
に
大
型
の
二
字
銭
を
追
加
発
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
考
慮
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
朝
鮮
の
銅
銭
は
中
国
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
当
初
よ
り
銀
の
代
替
貨
幣
と
し
て
の
役
割
を

担
わ
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
粛
宗
四
年
正
月
二
三
日
、
領
議
政
許
積
は
「
我
が
国
は
本
よ
り
通
行
の
貨

無
し
。
近
年
自
り
以
来
、
銭
を
以
て
通
貨
と
為
せ
ど
、
柴
菜
の
価
に
至
る
も
亦
皆
銀
を
用
う
。
銀
は
我
が
国
の
産
に

非
ず
。
而
し
て
亦
人
人
の
得
有
す
る
所
の
者
に
非
ざ
る
也
。
出
銀
の
路
は
狭
く
、
而
る
に
用
銀
の
路
は
広
し
。
故
に

詐
偽
造
銀
の
弊
、
今
日
に
至
り
て
極
ま
れ
り
矣
。
銭
は
乃
ち
天
下
通
用
の
貨
な
り
。
而
る
に
独
り
我
が
国
の
み
窒
碍

す
る
所
有
り
て
、
前
自
り
累か

さ

ね
て
行
わ
ん
と
欲
す
る
も
行
う
を
得
ず
矣
。
今
則
ち
物
貨
通
ぜ
ず
、
故
に
人
情
は
皆
行

銭
を
願
う
。
大
臣
諸
宰
も
亦
皆
以
て
便
益
と
為
す
。
時
に
以
て
行
う
可
き
の
故
也
」
と
上
啓
し（
６
）、
当
時
主
た
る
交

換
手
段
で
あ
っ
た
銀
の
不
足
を
補
う
た
め
銅
銭
を
通
用
す
べ
し
と
訴
え
た
。
薪
炭
や
蔬
菜
の
よ
う
な
日
用
品
ま
で
も

が
銀
で
売
買
さ
れ
て
い
た
の
は
漢
城
と
そ
の
周
辺
だ
け
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
と
も
か
く
政
府
当
局
者
は
銀
の

補
助
手
段
と
し
て
銅
銭
を
市
場
に
投
入
し
、
貴
重
な
銀
を
回
収
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
模
様
で
あ
る
。
群
臣
ら
も
許

積
の
提
言
に
賛
同
し
た
た
め
、
粛
宗
は
戸
曹
・
常
平
庁
・
賑
恤
庁
・
御
営
庁
・
司
僕
寺
・
訓
錬
都
監
に
命
じ
て
常
平

通
宝
を
鋳
造
さ
せ
、
銀
一
両
＝
銭
四
〇
〇
文
の
交
換
比
率
を
公
定
し
た（
７
）。
閏
三
月
二
四
日
の
備
辺
司
の
上
啓
に
よ

る
と
、
こ
の
銀
銭
比
価
は
大
明
律
の
条
文
と
開
城
で
の
実
勢
価
格
を
参
考
に
決
定
さ
れ
た
ら
し
い（
８
）。

　

粛
宗
四
年
に
鋳
造
さ
れ
た
単
字
銭
の
重
量
に
つ
い
て
は
拠
る
べ
き
史
料
が
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
仁
祖
一
一
年
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（
一
六
三
三
）
に
鋳
造
さ
れ
た
朝
鮮
通
宝
は
明
国
の
万
暦
通
宝
に
倣
い
重
さ
を
一
銭
四
分
と
定
め
ら
れ
て
い
た
の

で（
９
）、
単
字
銭
も
恐
ら
く
こ
の
程
度
の
重
さ
で
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
因
み
に
『
韓
国
貨
幣
史
』
二
八
頁
に

よ
る
と
、
単
字
銭
の
重
量
は
一
銭
二
分
で
あ
っ
た
と
記
す
。

　

と
こ
ろ
が
翌
年
二
月
三
日
、
備
辺
司
は
前
年
の
銀
銭
比
価
で
は
銭
が
安
す
ぎ
る
た
め
、
鋳
造
し
た
銭
が
鋳
潰
さ
れ

て
鍮
器
に
さ
れ
て
い
る
と
訴
え
、
銭
価
を
一
挙
に
二
倍
引
き
上
げ
、
銀
一
両
＝
銭
二
〇
〇
文
に
す
る
よ
う
進
言
し
、

粛
宗
も
同
意
し
た（
10
）。
だ
が
二
月
一
八
日
、
司
憲
府
持
平
申
㶅
は
、
銭
価
切
り
上
げ
の
情
報
を
聞
き
付
け
た
富
民
が

手
持
ち
の
銀
を
放
出
し
て
投
機
的
銭
買
い
に
走
っ
て
い
る
と
上
啓
し
、
粛
宗
は
刑
曹
に
対
し
新
令
発
布
五
日
前
ま
で

に
銭
一
〇
両
以
上
を
買
っ
た
者
を
処
罰
す
る
よ
う
命
じ
た（
11
）。
そ
の
一
方
、
同
日
左
参
賛
呉

緯
は
、
市
場
が
銭
価

改
定
を
不
便
と
見
な
し
、
銭
は
売
買
の
際
に
「
私
自
加
倍
二
銭
」
す
な
わ
ち
二
倍
の
支
払
い
を
要
求
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
、
漢
城
府
や
兵
曹
・
戸
曹
が
銀
や
綿
布
で
収
捧
し
銭
を
受
け
取
ら
な
い
こ
と
も
銭
へ
の
信
用
を
貶
め
て

い
る
と
上
啓
し
た（
12
）。
富
民
と
庶
民
の
対
応
は
背
反
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
銭
を
買
い
占
め
た
富
民
も
こ
れ

を
官
府
に
持
ち
込
ん
で
二
倍
の
銀
を
得
よ
う
と
企
図
し
た
の
で
あ
り
、
銭
の
実
勢
価
格
が
上
昇
す
る
と
は
考
え
て
い

な
か
っ
た
と
解
釈
す
れ
ば
筋
が
通
る
。
果
た
し
て
公
定
比
価
の
改
訂
後
、
銭
は
米
や
銀
に
対
し
て
値
を
下
げ
、
三
月

二
七
日
に
は
知
事
金
錫
冑
が
、
米
貴
銭
賤
に
よ
り
兵
士
や
胥
吏
の
給
与
が
目
減
り
し
た
と
上
啓
し（
13
）、
四
月
八
日
に

は
行
大
司
憲
呉

緯
が
、
銀
貴
銭
賤
に
よ
り
両
替
に
お
い
て
銀
に
打
歩
が
発
生
し
た
と
上
啓
し
た（
14
）。
五
月
一
三
日

に
は
持
平
李
漢
命
・
裴
正
徽
も
、
市
場
で
は
銭
価
が
二
〇
〇
文
を
超
え
て
お
り
、
諸
衙
門
も
銭
納
を
拒
み
銀
納
を
強

い
て
い
る
と
上
啓
し
て
い
る（
15
）。
銭
価
は
四
〇
〇
文
で
は
安
す
ぎ
た
が
二
〇
〇
文
で
は
高
す
ぎ
た
の
で
あ
る
。

　

九
月
一
五
日
、
粛
宗
は
銭
の
公
定
価
格
を
四
〇
〇
文
に
戻
し
た
。
一
次
史
料
で
あ
る
『
備
辺
司
謄
録
』
は
単
に
そ

の
事
実
を
記
す
の
み
で
あ
る
が（
16
）、
編
纂
史
料
で
あ
る
『
粛
宗
実
録
』
は
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初
め
行
銭
議
定
の
時
、
小
銭
四
十
文
を
鋳
し
、
以
て
銀
一
銭
に
代
え
た
り
。
民
甚
だ
之
を
便
と
す
。
未
だ
幾
ば

く
な
ら
ず
、
旋た

ち
まち

二
十
文
を
以
て
一
銭
と
為
す
。
民
遂
に
信
ぜ
ず
、
朝
令
に
遵
わ
ず
。
前
に
依
り
四
十
文
を
以

て
之
を
用
う
。
故
に

中
累
ね
て
此
の
議
を
発
し
、
斉
会
商
確
を
命
ず
る
に
至
る
。
是
に
至
り
て
上
自
り
親
ら

裁
定
を
加
え
、
厥
後
四
十
文
も
亦
廃
し
、
稍
や
其
の
制
を
大
と
し
、
十
文
を
以
て
行
用
す
。
而
る
に
換
銀
の
際
、

或
い
は
倍
、
或
い
は
倍
を
過
ぎ
る
矣
。

と
の
一
文
を
書
き
足
し
て
い
る（
17
）。
こ
れ
に
よ
る
と
、
粛
宗
は
そ
の
後
や
や
大
型
の
銭
を
鋳
造
し
、
こ
れ
を
銀
一
両

＝
銭
一
〇
〇
文
の
交
換
比
率
で
通
用
さ
せ
よ
う
と
し
た
ら
し
い
。
こ
の
や
や
大
型
の
銭
こ
そ
が
二
字
銭
だ
と
思
わ
れ

る
。

　

粛
宗
が
銭
価
を
四
〇
〇
文
に
戻
す
こ
と
に
同
意
し
た
直
後
、
何
故
こ
の
よ
う
な
銭
規
格
の
大
改
訂
を
実
施
し
た
の

か
、
そ
し
て
そ
の
間
の
議
論
が
何
故
残
さ
れ
て
い
な
い
の
か
、
理
由
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。
と
も
か
く
二
字
銭
の
公

定
価
格
は
余
り
に
高
す
ぎ
る
と
評
価
さ
れ
、
市
場
価
格
は
銀
一
両
当
た
り
一
〇
〇
文
の
二
倍
乃
至
そ
れ
以
上
に
な
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
更
に
粛
宗
六
年
八
月
に
は
、
外
方
で
受
領
を
拒
ま
れ
た
銭
が
漢
城
に
流
入
し
た
た
め
、
銭
価
は
一

時
八
〇
〇
文
ま
で
下
が
っ
た（
18
）。
こ
れ
が
単
字
銭
の
価
格
を
表
し
て
い
る
の
か
、
二
字
銭
の
価
格
を
表
し
て
い
る
の

か
不
明
で
あ
る
が
、
何
れ
に
せ
よ
初
期
の
常
平
通
宝
は
政
府
が
期
待
す
る
ほ
ど
の
信
認
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。

　

粛
宗
八
年
三
月
、
領
議
政
金
寿
恒
は
銀
一
両
に
対
し
銭
価
が
二
両
半
す
な
わ
ち
二
五
〇
文
に
下
落
し
た
た
め
暫
く

新
規
の
鋳
銭
と
放
出
を
停
止
す
べ
し
と
上
啓
し
、
裁
可
さ
れ
た（
19
）。
し
か
し
そ
の
後
も
断
続
的
に
鋳
銭
は
実
施
さ

れ
、
あ
る
推
計
に
よ
れ
ば
粛
宗
二
三
年
の
停
鋳
ま
で
総
計
約
四
五
〇
万
両
の
常
平
通
宝
が
鋳
造
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て

い
る（
20
）。
停
鋳
後
銭
価
は
次
第
に
上
昇
し
銭
荒
を
招
来
し
た
が
、
対
銀
価
格
は
さ
ほ
ど
変
化
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
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り
、
一
七
〇
〇
年
か
ら
一
七
〇
二
年
に
一
旦
五
〇
〇
文
ま
で
下
げ
る
も
の
の
、
一
七
一
六
か
ら
一
七
三
八
年
ま
で
は

一
〇
〇
文
か
ら
二
六
〇
―
二
七
〇
文
の
間
を
高
下
し（
21
）、
英
祖
二
〇
年
（
一
七
四
四
）
に
完
成
し
た
『
続
大
典
』
巻

二
、
戸
典
、
国
幣
の
条
に
お
い
て
も
、
丁
銀
一
両
は
銭
二
〇
〇
文
、
一
文
の
重
量
は
二
銭
五
分
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

銭
価
が
次
第
に
安
定
し
た
こ
と
は
常
平
通
宝
が
徐
々
に
信
認
を
受
け
始
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
重
量
は

当
初
よ
り
ば
ら
つ
き
が
生
じ
て
い
た
。
粛
宗
一
〇
年
五
月
、
宣
恵
庁
は
「
昨
年
全
羅
道
で
は
綿
花
が
不
作
で
あ
っ
た

た
め
、
大
同
木
を
市
価
に
従
い
銭
で
代
納
す
る
こ
と
を
許
し
た
が
、
全
羅
監
営
が
上
送
し
て
き
た
各
邑
の
大
同
木
大

銭
は
頗
る
薄
小
で
あ
り
、
一
文
あ
た
り
重
さ
一
銭
八
―
九
分
、
あ
る
い
は
一
銭
六
―
七
分
に
過
ぎ
ず
、
時
た
ま
二
銭

に
準
ず
る
も
の
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。
本
庁
が
か
つ
て
所
持
し
て
い
た
銭
文
は
大
銭
一
文
が
重
さ
二
銭
に
準
じ
て
お

り
、
二
銭
一
―
二
分
に
至
る
も
の
も
あ
る
。
本
庁
の
大
銭
一
両
は
重
さ
二
五
両
五
銭
で
あ
る
の
に
、
全
羅
監
営
所
送

の
大
銭
は
一
両
の
重
さ
が
一
八
両
程
度
か
そ
れ
未
満
で
あ
る
。
銭
文
は
京
外
通
行
の
貨
で
あ
り
、
京
外
で
違
い
が
あ

る
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
本
営
所
鋳
の
銭
は
京
衙
門
所
鋳
の
銭
よ
り
重
さ
が
こ
れ
程
懸
隔
し
て
お
り
、
通
例
に
よ
り

捧
上
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
上
啓
し
た（
22
）。
京
衙
門
所
鋳
の
銭
と
全
羅
監
営
が
上
送
し
た
銭
と
で
は
、
同
じ
大

銭
（
二
字
銭
）
で
あ
り
な
が
ら
重
量
に
相
当
大
き
な
開
き
が
あ
っ
た
こ
と
、
宣
恵
庁
が
貯
蔵
し
て
い
た
京
司
所
鋳
の

銭
に
も
か
な
り
の
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
こ
の
史
料
よ
り
窺
え
る
。

　

全
羅
監
営
が
宣
恵
庁
に
上
送
し
た
大
同
木
の
折
銭
は
人
民
よ
り
収
捧
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
品
質
の
低
さ

が
全
羅
監
営
の
鋳
銭
技
術
の
稚
拙
さ
に
因
る
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
市
中
で
偽
造
さ
れ
た
鐚
銭
が
混
入
し
て
い
た

た
め
な
の
か
、
こ
の
史
料
か
ら
で
は
判
断
で
き
な
い
。
同
じ
こ
と
は
宣
恵
庁
が
所
持
し
て
い
た
京
衙
門
所
鋳
の
銭
に

つ
い
て
も
言
え
る
。
こ
れ
ら
は
重
量
が
二
銭
を
超
え
て
い
る
も
の
の
、
公
定
の
二
銭
五
分
に
は
達
し
て
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
粛
宗
九
年
正
月
、
常
平
庁
と
賑
恤
庁
は
行
銭
差
人
を
全
羅
・
慶
尚
両
道
に
送
り
、
銭
の
流
通
を
促
進
さ
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せ
て
い
た
。
し
か
し
彼
ら
は
売
買
に
際
し
て
相
応
の
銭
を
支
払
わ
ず
、
京
中
と
外
方
と
で
銭
価
が
開
い
た
の
で
、
左

議
政
閔
鼎
重
が
差
人
の
廃
止
を
求
め
、
粛
宗
も
同
意
し
て
い
る（
23
）。
当
時
全
羅
道
で
は
行
銭
差
人
の
不
正
に
よ
り
銭

へ
の
信
用
が
築
け
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
軽
量
銭
は
盗
鋳
の
せ
い
で
は
な
く
、
全
羅
監
営
に
よ
っ
て
正
規
に
鋳

造
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
同
じ
頃
、
戸
曹
判
書
尹

は
「
各
衙
門
及
び
外
方
所
鋳
の
銭
、
銭
両
既
に
数
に
准
ぜ

ず
、
鋳
銭
の
際
、
淆
雑
の
鉄
あ
り
、
終
に
無
用
の
物
と
為
れ
り
。
故
に
銭
文
の
価
、
以
て
極
賤
に
至
れ
り
」
と
上
啓

し
、
閔
鼎
重
も
首
肯
し
て
い
る（
24
）。
京
衙
門
も
外
方
監
営
も
規
定
量
の
銭
数
を
鋳
造
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
品

質
管
理
も
杜
撰
で
あ
っ
た
た
め
、
銭
が
流
通
し
な
い
と
朝
廷
の
重
臣
は
認
識
し
て
い
た
。

　

な
お
宣
恵
庁
も
自
ら
鋳
銭
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
重
量
は
銭
一
両
（
一
〇
〇
文
）
に
つ
き
二
五
両
五
銭
、
す
な

わ
ち
一
文
当
た
り
二
銭
五
分
五
釐
で
あ
っ
た
。
こ
の
値
は
公
定
値
を
二
％
超
過
す
る
。
宣
恵
庁
が
意
図
的
に
良
貨
を

鋳
造
す
る
根
拠
は
な
い
の
で
、
同
一
官
庁
で
鋳
造
す
る
常
平
通
宝
に
も
個
体
ご
と
に
重
量
の
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
常
平
通
宝
の
鋳
造
技
術
は
低
く
、
市
中
で
は
重
さ
や
品
質
の
異
な
る
銭
が
混
在

し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。

　

常
平
通
宝
の
頒
布
よ
り
一
〇
年
以
上
経
過
し
た
粛
宗
一
五
年
に
至
っ
て
も
、
領
議
政
権
大
運
が
「
当
初
銭
文
鋳
成

の
時
、
多
く
物
力
を
費
や
し
、
之
を
行
う
こ
と
已
に
久
し
。
然
る
に
祇
だ
能
く
近
京
数
百
里
の
地
に
行
う
の
み
。
並

び
に
遠
道
に
於
い
て
は
則
ち
行
う
能
わ
ざ
る
こ
と
、
此
れ
に
他
な
ら
ず
。
諸
般
の
民
役
、
各
司
は
皆
布
木
を
以
て
収

捧
す
。
故
に
遠
道
の
民
、
銭
を
用
い
る
所
無
し
。
銭
文
の
通
行
す
る
能
わ
ざ
る
は
、
職も

と

よ
り
此
の
故
也
」
と
上
啓
し

て
お
り（
25
）、
銭
は
漢
城
周
辺
で
し
か
流
通
せ
ず
、
各
司
の
収
捧
は
綿
布
に
依
存
し
て
い
た
。
ま
た
一
五
年
が
経
過
し

た
粛
宗
一
九
年
に
お
い
て
も
、
礼
曹
判
書
柳
命
賢
が
「
近
く
は
衙
門
の
各
自
鋳
銭
す
る
に
縁
り
、
其
の
容
入
の
物
力

を
較
べ
、
只
だ
其
の
剰
利
の
之
に
優
る
を
要
む
る
の
み
。
銭
文
の
精
麤
は
、
未
だ
致
念
に
暇
あ
ら
ず
。
且
つ
外
方
へ
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通
行
す
る
の
挙
無
し
。
此
れ
殊
に
朝
家
鋳
銭
の
本
意
に
非
ず
。
近
く
聞
く
に
、
鋳
銭
の
際
、
鉄
物
足
ら
ざ
れ
ば
、
則

ち
雑
ず
る
に
鉛
鉄
を
以
て
す
。
汚
悪
脆
薄
な
る
こ
と
、
手
授
す
れ
ば
即
ち
壊
れ
、
鉛
鉄
自
ず
か
ら
露
る
と
。
市
民
皆

此
れ
乃
ち
無
用
の
物
な
り
と
以
為
え
り
。
必
ず
通
貨
と
為
ら
ず
、
以
て
銭
価
の
漸
低
を
致
し
、
殊
に
甚
だ
駭
く
可
し
」

と
述
べ（
26
）、
相
変
わ
ら
ず
鋳
銭
機
関
が
鋳
造
利
益
を
極
大
化
せ
ん
と
し
て
意
図
的
に
粗
悪
銭
を
鋳
造
し
て
お
り
、
銭

へ
の
信
用
が
確
立
で
き
て
い
な
い
と
訴
え
て
い
る
。
な
お
悪
鋳
の
手
段
と
し
て
鉄
物
（
銅
）
の
代
わ
り
に
鉛
鉄
（
鉛
）

を
混
入
す
る
方
法
が
登
場
し
、
こ
れ
ら
は
手
渡
す
だ
け
で
壊
れ
る
程
の
粗
悪
品
で
あ
っ
た
。

　

も
と
も
と
常
平
通
宝
は
銀
に
代
わ
る
交
換
手
段
と
し
て
鋳
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
政
府
の
税
財
政
は
大
部
分
が

綿
布
や
米
な
ど
の
現
物
貨
幣
で
行
わ
れ
、
銭
に
よ
る
出
納
は
凶
作
な
ど
特
別
な
場
合
を
除
き
実
施
さ
れ
て
い
な
か
っ

た（
27
）。
従
っ
て
各
衙
門
は
鋳
造
し
た
銭
を
収
捧
す
る
事
態
を
想
定
せ
ず
、
勝
手
気
ま
ま
に
粗
悪
銭
を
市
中
に
投
入
し

続
け
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
市
中
で
も
盗
鋳
が
横
行
し
、
朝
廷
は
犯
人
を
死
刑
に
処
し
て
そ
の
禁
圧
を
図
っ
た

が（
28
）、
政
府
自
身
が
盗
鋳
に
等
し
い
悪
鋳
を
行
っ
て
い
る
以
上
、
大
し
た
成
果
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

　

粛
宗
二
三
年
（
一
六
九
七
）、
銭
価
の
下
落
に
業
を
煮
や
し
た
粛
宗
は
常
平
通
宝
の
鋳
造
停
止
を
命
じ
た
。
し
か

し
既
存
の
銭
は
流
通
し
続
け
た
。
翌
二
四
年
五
月
、
侍
読
官
李
喜
茂
は

銭
幣
は
乃
ち
国
中
通
行
の
貨
に
し
て
、
銭
の
大
小
、
各
お
の
其
の
制
有
り
。
近
来
漸
く
淆
雑
す
る
に
至
り
、
当

初
に
比
べ
様
子
頓
に
異
な
る
。
此
れ
但
に
公
鋳
の
初
の
如
き
能
わ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
亦
必
ず
盗
鋳
の
致
す
に

由
る
。
今
自
り
始
と
為
し
、
厳
し
く
禁
断
を
加
う
れ
ば
、
則
ち
直
賤
の
弊
無
か
る
可
く
、
亦
且
つ
防
奸
の
道
と

為
す
に
庶
か
ら
ん
。

と
上
疏
し（
29
）、
官
衙
の
悪
鋳
や
市
中
の
盗
鋳
に
よ
っ
て
銭
制
が
紊
乱
し
た
た
め
、
そ
れ
ら
の
行
為
を
厳
禁
す
べ
し
と
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訴
え
た
。
公
鋳
は
既
に
中
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
実
質
的
な
取
り
締
ま
り
対
象
は
私
鋳
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、

彼
が
銭
に
は
大
小
の
別
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
通
行
制
度
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
銭
の
大
小
」
と
は

単
字
銭
と
二
字
銭
の
こ
と
、「
其
の
制
」
と
は
銀
銭
比
価
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
単
字
銭
は
二
字
銭
に
収
斂

さ
れ
、
銭
制
は
一
本
化
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
公
私
の
悪
鋳
・
盗
鋳
に
よ
り
近
年
雑
多
な
銭
貨
と
銭
制
が
叢
生
し
、

銭
賤
の
弊
を
惹
起
し
た
と
李
喜
茂
は
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
史
料
か
ら
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
恐
ら
く

市
場
で
は
中
世
日
本
の
撰
銭
に
相
当
す
る
銭
の
選
別
が
行
わ
れ
、
重
量
や
品
質
に
応
じ
て
価
格
の
差
異
が
発
生
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
李
喜
茂
は
銭
規
格
の
統
一
に
よ
り
銭
へ
の
信
頼
を
取
り
戻
し
、
以
て
銭
賤
の
弊
を
払
拭
し
よ
う

と
企
図
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
皮
肉
な
こ
と
に
鋳
銭
停
止
に
よ
り
銭
価
は
次
第
に
上
昇
し
、銭
荒
現
象
さ
え
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

粛
宗
三
四
年
（
一
七
〇
八
）
左
議
政
李
濡
は
、
前
年
に
東
萊
府
使
韓
配
夏
が
状
啓
し
、
備
辺
司
に
回
さ
れ
た
も
の
の

未
だ
決
定
が
下
さ
れ
て
い
な
い
私
貿
易
に
よ
る
倭
銅
輸
入
解
禁
案
を
廷
議
に
持
ち
出
し
て
、「
近
来
銭
賤
、
鍮
器
の

利
に
如
く
は
非
ず
。
復
通
を
許
す
と
雖
も
、
私
鋳
の
慮
無
き
に
似
た
り
」
と
述
べ
、
銭
価
が
下
落
し
て
い
る
現
今
、

銅
や
真
鍮
で
私
銭
を
盗
鋳
す
る
よ
り
鍮
器
を
製
造
し
た
方
が
有
利
で
あ
り
、
輸
入
を
解
禁
し
て
も
私
鋳
に
は
用
い
ら

れ
な
い
と
推
測
し
て
い
る（
30
）。
し
か
し
粛
宗
四
〇
年
（
一
七
一
四
）
戸
布
・
口
銭
制
の
是
非
が
議
論
さ
れ
た
時
、
行

戸
曹
判
書
趙
泰

は
「
中
国
で
は
銅
銭
が
潤
沢
で
あ
っ
た
の
で
こ
の
法
も
行
い
得
た
が
、
我
が
国
で
は
一
度
鋳
銭
を

行
っ
て
止
め
た
の
で
、
現
在
銭
貨
は
極
め
て
貴
く
、
外
方
の
小
民
の
困
窮
は
日
ご
と
に
ひ
ど
く
な
っ
て
い
る
」
と
し

て
、
口
銭
の
徴
収
に
反
対
し
て
い
る（
31
）。
何
れ
も
士
大
夫
の
議
論
で
あ
り
、
実
体
経
済
を
ど
の
程
度
把
握
し
た
上
で

の
発
言
な
の
か
心
許
な
い
が
、
大
き
な
流
れ
と
し
て
粛
宗
三
〇
年
代
に
銭
価
が
漸
増
し
、
銭
賤
か
ら
銭
貴
へ
と
移
行

し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
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粛
宗
四
二
年
一
二
月
に
は
久
方
ぶ
り
に
鋳
銭
の
是
非
が
朝
廷
で
議
論
さ
れ
、賛
成
派
は
銭
貴
の
解
消
を
名
分
と
し
、

反
対
派
は
原
料
銅
を
輸
入
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
や
貨
幣
経
済
の
浸
透
に
よ
る
社
会
矛
盾
の
増
大
を
懸
念
し
て
、
激

し
い
舌
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
が
、
粛
宗
は
慎
重
論
に
与
し
、
鋳
銭
再
開
は
見
送
ら
れ
た（
32
）。
翌
四
三
年
一
一
月
に

は
平
安
道
の
銭
荒
が
問
題
と
な
り
、
粛
宗
は
右
議
政
趙
泰
采
の
助
言
に
従
い
、
六
箇
月
に
限
り
西
路
で
の
鋳
銭
を
許

可
し
た（
33
）。
だ
が
翌
年
七
月
に
平
安
道
兵
馬
節
度
使
趙
爾
重
が
鋳
銭
の
遅
延
を
報
告
し
て
お
り
、
八
月
に
は
中
止
さ

れ
た（
34
）。
そ
の
後
、
景
宗
四
年
（
一
七
二
四
）
正
月
に
戸
曹
判
書
金
演
が
税
収
の
縮
減
と
銭
行
使
の
普
及
を
理
由
に

鋳
銭
再
開
を
請
願
し
、
反
対
派
の
左
議
政
崔
錫
恒
や
右
議
政
李
光
佐
も
同
調
し
た
た
め
、
実
施
が
決
定
さ
れ
た
。
し

か
し
二
月
に
は
李
光
佐
が
再
度
反
対
論
を
唱
え
、
金
演
も
押
し
切
ら
れ
た
た
め
、
結
局
沙
汰
止
み
に
な
っ
た（
35
）。

　

二
度
に
わ
た
り
鋳
銭
が
計
画
さ
れ
な
が
ら
結
局
実
現
に
到
ら
な
か
っ
た
の
は
、
輸
入
銅
の
価
格
が
割
高
な
た
め
鋳

銭
機
関
が
鋳
造
利
益
を
ほ
と
ん
ど
見
込
め
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
当
時
の
朝
鮮
で
は
財
政
権
が
各
衙
門
・
軍
門
・

地
方
軍
営
ご
と
に
分
立
し
て
お
り
、
戸
曹
が
相
互
調
整
を
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
諸
官
庁
は
銭
価
騰
貴
に
よ
り
折
銭

納
税
な
ど
を
導
入
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
敢
え
て
鋳
銭
を
行
う
動
機
は
欠
け
て
い
た
。
粛
宗
や
景
宗
（
実
際
に
は
代
理

聴
政
し
て
い
た
延
礽
君
）
も
悪
鋳
や
盗
鋳
を
排
除
で
き
な
い
銅
銭
を
市
中
に
追
加
供
給
す
る
こ
と
に
消
極
的
で
あ
っ

た
。
だ
が
延
礽
君
が
即
位
す
る
と
、
も
は
や
市
中
の
銭
荒
を
放
置
で
き
な
く
な
り
、
鋳
銭
の
是
非
に
関
す
る
廷
議
が

頻
繁
に
行
わ
れ
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
大
銭
鋳
造
論
が
浮
上
す
る
の
で
あ
る
。
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二　

大
銭
鋳
造
論
と
そ
の
背
景

　

英
祖
元
年
（
一
七
二
五
）
八
月
五
日
、
左
議
政
閔
鎮
遠
は
「
先
に
前
慶
尚
道
観
察
使
権
以
鎮
が
当
地
で
の
鋳
銭
を

請
願
し
、
朝
廷
は
新
任
観
察
使
の
到
着
後
鋳
銭
を
始
め
る
よ
う
回
答
し
て
い
た
が
、
新
観
察
使
趙
栄
福
は
鋳
銭
が
困

難
で
あ
る
と
状
啓
し
た
」
と
報
告
し
、
戸
曹
判
書
申
思
喆
と
協
議
の
上
、
ま
ず
は
燃
料
の
柴
炭
が
賤
い
永
宗
島
な
ど

で
鋳
銭
を
実
施
し
て
は
ど
う
か
と
提
案
し
た
。
英
祖
は
銭
の
弊
害
を
憂
慮
し
た
が
、
閔
鎮
遠
が
「
銭
貴
に
よ
る
民
衆

の
疲
弊
が
甚
大
で
あ
り
、
銭
を
罷
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
勢
い
加
鋳
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
食
い
下

が
っ
た
の
で
、
右
副
承
旨
柳
復
明
の
助
言
に
従
い
、
と
り
あ
え
ず
東
峡
な
ど
柴
賤
の
地
に
お
い
て
、
戸
曹
・
賑
恤
庁

か
ら
監
督
官
を
派
遣
し
、
厳
重
な
管
理
下
で
鋳
銭
を
再
開
す
る
こ
と
が
裁
可
さ
れ
た（
36
）。
と
こ
ろ
が
一
〇
月
六
日
、

英
祖
は
突
然
鋳
銭
命
令
を
撤
回
し
た（
37
）。
そ
の
理
由
と
し
て
英
祖
は
言
い
古
さ
れ
た
金
属
貨
幣
無
用
論
し
か
挙
げ
て

い
な
い
が
、
実
際
に
は
悪
鋳
・
盗
鋳
に
よ
り
玉
石
混
淆
状
態
に
あ
る
銭
制
を
再
統
一
す
る
自
信
が
な
か
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
翌
一
一
月
、
密
陽
府
使
趙
彦
臣
は
再
度
鋳
銭
を
上
疏
し
た
が
、
そ
の
中
で
彼
は

今
日
行
用
の
銭
、
一
葉
の
重
二
銭
に
過
ぎ
ず
。
則
ち
二
十
万
緡
を
鋳
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
当
に
銅
二
十
四
万
斤

を
費
や
す
べ
し
。
今
若
し
二
銭
五
分
重
の
銅
を
以
て
、
新
銭
一
葉
を
創
鋳
す
れ
ば
、
則
ち
銅
の
加
数
、
各
お
の

五
分
に
過
ぎ
ず
。
而
し
て
其
の
体
稍
大
な
り
。
其
の
重
亦
加
う
。
又
復
た
新
制
を
創
成
し
、
別
に
銭
名
を
立

て
、
新
大
銭
一
葉
の
直
を
以
て
、
旧
銭
二
葉
に
当
て
、
一
両
の
直
を
以
て
、
旧
銭
二
両
に
当
つ
れ
ば
、
則
ち

二
十
四
万
斤
の
銅
を
以
て
、
新
大
銭
十
六
万
緡
を
鋳
す
可
し
。
而
し
て
十
六
万
緡
の
大
銭
は
、
旧
銭
三
十
二
万

緡
に
当
た
る
可
し
。
然
ら
ば
則
ち
一
朝
に
し
て
労
を
省
き
費
を
減
じ
、
而
し
て
坐
し
て
十
二
万
両
を
得
。
国
に

在
り
て
は
有
裕
に
し
て
耗
無
く
、
民
に
在
り
て
は
便
用
に
し
て
害
無
し
。
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と
記
し（
38
）、
新
た
に
重
量
二
銭
五
分
の
新
銭
を
鋳
造
し
、
旧
銭
と
の
比
価
を
二
対
一
に
措
定
せ
よ
と
主
張
し
た
。
こ

れ
は
紛
れ
も
な
い
当
二
銭
な
る
大
銭
の
鋳
造
論
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
言
う
一
緡
と
は
銭
一
両
す
な
わ
ち
常
平
通
宝
一
〇
〇
枚
で
、
そ
の
公
定
重
量
は
二
〇
両
で
あ
る
か
ら
、

二
〇
万
緡
は
四
〇
〇
万
両
す
な
わ
ち
二
五
万
斤
（
一
斤
＝
一
六
両
）
に
相
当
す
る
。
そ
れ
を
銅
二
四
万
斤
で
鋳
造
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、
計
算
は
大
体
合
致
し
て
い
る
。
原
料
は
全
て
銅
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際

に
は
銅
・
錫
・
真
鍮
を
総
称
し
て
銅
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
趙
彦
臣
は
現
用
の
二
銭
銭
と
二
銭
五
分
銭
を
併

用
し
、
後
者
の
価
値
を
前
者
の
二
倍
に
設
定
せ
よ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
元
裕
漢
は
趙
彦
臣
の
議
論
を
取
り
上
げ

て
い
な
い
が
、
管
見
の
限
り
こ
れ
が
最
初
の
大
銭
鋳
造
論
で
あ
る
。

　

次
い
で
英
祖
三
年
九
月
、
左
議
政
趙
泰
億
が
黄
海
道
観
察
使
金
始
㷜
の
「
諸
邑
の
軍
布
と
奴
婢
身
貢
を
以
前
の
よ

う
に
銭
木
参
半
で
収
捧
す
べ
し
」
と
の
状
啓
を
紹
介
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
銭
行
使
の
是
非
が
朝
廷
で
議
論
さ

れ
た
。
蓋
し
即
位
当
初
の
英
祖
は
銭
廃
止
論
者
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
断
続
的
に
実
施
さ
れ
て
き
た
銭
木
参
半
制
を
廃

し
て
純
木
制
に
回
帰
し
よ
う
と
企
図
し
た
か
ら
で
あ
る
。
廷
臣
ら
は
英
祖
に
お
も
ね
っ
て
銭
の
否
定
的
側
面
を
具
陳

し
た
が
、
そ
の
中
で
行
戸
曹
判
書
李
台
佐
は
「
丙
辰
年
間
、
始
め
て
小
銭
を
造
れ
り
。
而
し
て
小
銭
四
分
は
大
銭
一

分
の
価
為
り
。
其
の
後
大
銭
始
め
て
出
で
り
矣
」
と
述
べ
て
い
る（
39
）。
常
平
通
宝
が
丙
辰
年
す
な
わ
ち
粛
宗
二
年
に

鋳
造
さ
れ
た
と
い
う
の
は
誤
認
で
あ
り
、
当
初
小
銭
（
単
字
銭
）
と
大
銭
（
二
字
銭
）
が
一
対
四
の
比
価
で
併
用
さ

れ
た
と
い
う
の
も
間
違
っ
て
い
る
。
た
だ
彼
の
錯
覚
の
背
景
に
は
、
当
時
大
小
精
粗
多
様
な
常
平
通
宝
が
市
場
に
出

回
っ
て
お
り
、
大
型
銭
と
小
型
銭
と
は
同
じ
一
文
で
も
四
倍
程
度
の
価
格
差
が
生
じ
て
い
た
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
時
代
は
下
る
が
正
祖
六
年
（
一
七
八
二
）
に
編
纂
さ
れ
た
『
秋
官
志
』
巻
六
、
考
律
、
定

制
、
行
銭
事
目
に
も
、
大
銭
一
貫
は
重
さ
一
二
斤
八
両
（
二
〇
〇
両
）、
小
銭
一
貫
は
重
さ
六
斤
四
両
（
一
〇
〇
両
）
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を
定
式
と
し
、
大
銭
一
箇
は
小
銭
四
箇
と
し
て
通
用
す
べ
し
と
あ
る
。
実
際
こ
の
よ
う
な
大
小
銭
併
用
制
が
政
府
に

よ
り
公
認
さ
れ
た
の
で
は
な
い
が
、
大
型
銭
と
小
型
銭
の
価
格
差
が
四
倍
で
あ
る
と
い
う
の
は
先
の
李
台
左
の
発
言

と
奇
し
く
も
一
致
し
て
い
る
。
大
型
銭
の
重
量
が
二
銭
、
小
型
銭
の
重
量
が
一
銭
と
い
う
数
値
も
、
当
時
市
中
に
出

回
っ
て
い
た
常
平
通
宝
の
大
き
さ
を
あ
る
程
度
反
映
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
元
裕
漢
は
大
銭
鋳
造
論
の
嚆
矢
を
英
祖
七
年
の
宋
真
明
に
よ
る
大
小
銭
行
使
案
と
見
な
し
て
い
る
が（
40
）、
本

格
的
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
英
祖
一
一
年
一
二
月
、
戸
曹
参
判
に
遷
っ
た
宋
真
明
に
よ
る
当
十
銭
鋳
造

論
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
英
祖
一
八
年
に
は
礼
曹
参
判
金
若
魯
が
当
十
銭
・
当
百
銭
の
鋳
造
を
主
張
し
た
。
こ
れ

ら
は
何
れ
も
却
下
さ
れ
た
が
、
こ
の
年
よ
り
常
平
通
宝
の
鋳
造
が
再
開
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後
も
英
祖
二
六
年
に

承
旨
李

が
当
十
銭
鋳
造
を
提
起
し
、
同
じ
頃
鄭
尚
驥
や
李

も
当
百
銭
や
当
六
十
銭
の
鋳
造
を
構
想
し
て
い
る
。

正
祖
一
〇
年
（
一
七
八
六
）
に
は
御
営
大
将
李
柱
国
が
古
の
十
銭
通
宝
に
倣
い
当
十
銭
を
鋳
造
せ
よ
と
、
正
祖
一
二

年
に
は
右
通
礼
禹
禎
圭
が
当
十
銭
・
当
千
銭
を
鋳
造
せ
よ
と
、
正
祖
一
七
年
に
は
戸
曹
正
郎
鄭
東
教
が
当
十
銭
の
鋳

造
を
、
正
祖
二
二
年
に
は
戸
曹
判
書
金
華
鎮
が
当
五
銭
・
当
十
銭
の
鋳
造
を
そ
れ
ぞ
れ
建
議
し
た
。
正
祖
期
に
大
銭

鋳
造
論
が
集
中
し
て
い
る
の
は
常
平
通
宝
の
発
行
が
市
中
の
銭
荒
に
追
い
付
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
正
祖
は
無

理
を
承
知
で
清
銭
の
輸
入
さ
え
試
み
て
い
る
。

　

趙
彦
臣
の
議
論
も
宋
真
明
以
降
の
議
論
も
、
大
銭
を
鋳
造
す
る
こ
と
で
市
中
の
銭
荒
に
対
処
し
よ
う
と
企
図
し
た

点
で
は
共
通
す
る
。
違
い
は
大
銭
の
額
面
で
あ
る
。
趙
彦
臣
や
後
述
す
る
朴
趾
源
の
構
想
は
一
文
銭
と
二
文
銭
と
の

併
用
で
あ
る
の
に
対
し
、
宋
真
明
ら
は
当
十
・
当
百
な
ど
十
進
法
に
則
っ
た
よ
り
高
額
な
銭
を
鋳
造
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
大
銭
の
額
面
が
高
い
ほ
ど
政
府
の
鋳
造
利
益
も
大
き
く
な
る
が
、
反
面
盗
鋳
の
魅
力
も
大
き
く
な
る
し
、

前
近
代
社
会
で
は
ど
う
し
て
も
小
銭
に
打
歩
が
付
く
。
要
す
る
に
悪
貨
が
良
貨
を
駆
逐
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
当



－ 17 －－ 17 －

山　本　　　進

二
銭
案
の
方
が
銭
制
の
紊
乱
を
起
こ
し
難
い
穏
健
な
施
策
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
よ
り
重
要
な
こ
と

は
、
現
行
の
常
平
通
宝
に
も
大
型
銭
と
小
型
銭
と
の
間
に
重
量
や
価
格
の
両
面
に
お
い
て
相
当
の
開
き
が
あ
る
と
い

う
事
実
に
対
し
、
十
進
法
大
銭
案
よ
り
当
二
銭
案
の
方
が
よ
り
馴
染
み
や
す
い
点
で
あ
る
。
趙
彦
臣
は
鋳
造
利
益
を

強
調
す
る
だ
け
で
二
文
銭
と
貨
幣
市
場
と
の
親
和
性
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
が
、
後
に
正
祖
一
六
年
、
在
野
の
実

学
者
朴
趾
源
は
右
議
政
金
履
素
に
宛
て
た
書
状
の
中
で

旧
銭
は
敦
重
堅
厚
、
字
体
分
明
で
な
い
も
の
は
無
か
っ
た
。
し
か
し
壬
申
・
癸
酉
（
英
祖
二
八
・
二
九
年
）
の

間
、
禁
衛
営
・
御
営
庁
・
訓
錬
都
監
が
同
時
に
鋳
造
し
た
も
の
は
旧
式
と
は
一
変
し
、
鉛
鉄
を
多
く
雑
ぜ
た
た

め
、
外
形
は
浅
薄
と
な
り
、
手
に
触
れ
た
だ
け
で
容
易
に
砕
け
、
最
も
粗
悪
と
称
さ
れ
て
い
る
。
…
…
そ
の
後

鋳
造
さ
れ
た
銭
は
、
外
形
が
ま
す
ま
す
小
さ
く
な
り
、
今
で
は
新
銭
が
旧
銭
の
銭
差
し
の
中
に
紛
れ
込
み
、
分

別
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
。銭
制
の
淆
雑
は
最
も
甚
だ
し
く
な
っ
た
。そ
こ
で
古
代
の
五
銖
・
三
銖
の
制
に
倣
い
、

所
有
の
旧
銭
は
悉
く
一
を
以
て
二
に
当
て
し
め
、
銭
差
し
の
大
小
で
容
易
に
判
断
で
き
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
面

倒
な
鋳
造
を
要
せ
ず
、
座
し
て
百
万
を
得
ら
れ
る
。
大
小
を
並
行
し
た
と
し
て
も
、
軽
重
を
区
別
し
て
使
用
す

れ
ば
、
物
事
の
道
理
に
悖
ら
ず
、
銭
貨
は
容
易
に
流
通
す
る
だ
ろ
う
。
壬
申
・
癸
酉
の
年
に
三
営
が
鋳
造
し
た

銭
は
、
大
き
い
も
の
で
も
旧
銭
に
及
ば
ず
、
小
さ
い
も
の
は
新
銭
以
下
で
あ
り
、
制
は
既
に
定
式
を
違
え
、
形

も
薄
劣
で
あ
る
か
ら
、
全
て
行
使
を
停
止
せ
し
め
、
敢
え
て
市
場
に
投
入
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
、
銭
道
は

清
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

と
述
べ
、
近
年
鋳
造
さ
れ
た
銭
は
小
型
化
や
粗
悪
化
が
進
ん
で
い
る
た
め
、
旧
銭
す
な
わ
ち
粛
宗
期
所
鋳
の
良
質
銭

を
当
二
銭
と
し
て
使
用
す
る
よ
う
訴
え
て
い
る（
41
）。

　

朴
趾
源
案
の
斬
新
な
点
は
新
た
に
当
二
銭
を
鋳
造
す
る
の
で
は
な
く
、
現
行
の
大
小
精
粗
多
様
な
常
平
通
宝
を
三
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種
類
に
分
別
し
て
、
粛
宗
期
に
鋳
造
さ
れ
た
重
量
二
銭
の
良
銭
を
二
文
銭
と
し
、
悪
鋳
や
盗
鋳
に
よ
っ
て
生
じ
た
鐚

銭
を
一
文
銭
と
し
、
英
祖
二
八
・
二
九
年（
42
）に
三
営
で
鋳
造
さ
れ
た
最
悪
銭
を
廃
貨
と
す
る
こ
と
で
、
紊
乱
し
た
銭

制
の
釐
正
を
企
図
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
恐
ら
く
は
当
二
銭
鋳
造
論
の
魁
で
あ
る
趙
彦
臣
や
宋
真
明
を
筆

頭
と
す
る
十
進
法
大
銭
鋳
造
論
者
も
朴
趾
源
と
同
様
に
銭
制
再
編
を
最
重
要
課
題
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
た
だ
彼
ら
は
官
僚
で
あ
り
、
銭
廃
止
論
者
の
英
祖
や
利
権
保
護
を
堅
持
す
る
鋳
銭
機
関
の
代
表
者
を
説
得
す

る
必
要
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
彼
ら
儒
教
官
僚
が
市
場
経
済
に
疎
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
廷
議
や
上
疏
の

中
で
の
発
言
と
書
状
の
意
見
と
を
単
純
に
比
較
し
て
、
彼
ら
の
主
張
を
非
現
実
的
・
空
想
的
大
銭
鋳
造
論
と
断
ず
る

こ
と
は
酷
だ
と
思
わ
れ
る
。
特
に
三
営
が
鋳
造
し
た
最
悪
銭
を
廃
貨
と
せ
よ
な
ど
と
軽
々
し
く
論
じ
ら
れ
る
立
場
に

は
い
な
か
っ
た
。
逆
に
当
代
随
一
の
実
学
者
で
あ
る
朴
趾
源
の
主
張
も
観
念
論
の
域
を
出
て
お
ら
ず
、
市
場
に
お
け

る
貨
幣
行
使
の
実
態
を
踏
ま
え
た
上
で
議
論
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
先
の
史
料
の
中
に
は
鐚
銭
を
お
し

な
べ
て
一
文
と
す
る
こ
と
や
、
旧
銭
価
格
を
鐚
銭
の
二
倍
に
措
定
す
る
こ
と
の
根
拠
は
何
も
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

　

総
じ
て
、
英
祖
初
期
よ
り
澎
湃
と
し
て
湧
き
起
こ
っ
た
大
銭
鋳
造
論
は
、
元
裕
漢
を
始
め
と
す
る
先
行
研
究
が
言

う
よ
う
な
銭
荒
対
策
を
直
接
的
動
機
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
常
平
通
宝
の
鋳
造
当
初
か
ら
つ
き
ま
と
う
官
民
に
よ

る
悪
鋳
・
盗
鋳
が
銭
荒
に
よ
っ
て
苛
烈
に
な
り
、
英
祖
一
八
年
の
鋳
銭
再
開
後
も
終
息
の
気
配
を
見
せ
な
か
っ
た
た

め
、
混
乱
し
た
幣
制
を
弥
縫
す
る
一
便
法
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
提
案
が
一

つ
と
し
て
裁
可
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
彼
ら
が
治
世
の
亀
鑑
と
す
る
中
国
で
も
大
銭
は
漢
代
の
五
銖
銭
な
ど
を
例
外

と
し
て
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
大
銭
鋳
造
の
理
論
的
支
柱
が
ど
こ
に
も
見
出
せ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
大
局
的
に
見
れ
ば
、
一
七
世
紀
よ
り
一
八
世
紀
に
至
り
朝
鮮
で
も
銀
貨
や
銅
銭
を
用
い
た
本
格
的
な
貨
幣
経
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済
が
浸
透
し
、
綿
布
や
穀
物
と
い
っ
た
現
物
貨
幣
を
商
品
流
通
の
片
隅
に
追
い
や
っ
た
こ
と
に
よ
り
必
然
的
に
銭
需

要
が
高
ま
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鋳
銭
停
止
や
原
料
銅
の
高
騰
に
よ
り
銭
の
供
給
が
需
要
に
追
い
付
か
な
か
っ
た

た
め
、
深
刻
な
銭
荒
が
起
き
て
い
た
こ
と
が
遠
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
事
実
で
あ
る
が
、
銭
荒
↓
大
銭

鋳
造
論
と
い
う
図
式
で
は
な
く
銭
荒
↓
銭
制
紊
乱
↓
大
銭
鋳
造
論
と
い
う
図
式
の
方
が
議
論
の
背
景
を
よ
り
精
確
に

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
朴
趾
源
が
金
履
素
に
書
状
を
送
っ
た
の
は
正
祖
が
企
図
す
る
清
銭
の
輸

入
に
反
対
す
る
た
め
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
理
由
は
清
銭
輸
入
に
は
多
大
な
銀
を
必
要
と
す
る
こ
と
、
銭
弊
の
根
本
は

銅
銭
の
絶
対
量
不
足
で
は
な
く
銭
制
の
紊
乱
に
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
と
え
莫
大
な
費
用
を
用
い
て
清
銭
を
輸
入

し
た
と
し
て
も
、
あ
ら
か
じ
め
国
内
の
銭
制
を
整
え
て
お
か
な
い
限
り
、
そ
れ
ら
の
努
力
は
水
泡
に
帰
す
と
い
う
の

が
彼
の
認
識
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

正
祖
期
に
最
も
頻
繁
に
建
議
さ
れ
た
大
銭
鋳
造
論
は
一
九
世
紀
に
入
る
や
急
速
に
鳴
り
を
潜
め
る
。
そ
の
理
由
は

先
行
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、甲
山
銅
鉱
の
開
発
や
倭
銅
輸
入
に
よ
り
原
料
銅
の
確
保
が
容
易
に
な
り
、

銅
銭
鋳
造
量
が
増
加
し
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
純
祖
一
三
年
（
一
八
一
三
）
遂
安
郡
守
姜
浚
欽
が
現
銭
を
用
い
た

当
二
銭
の
改
鋳
案
を
具
申
し
、
純
祖
一
六
年
に
は
戸
曹
判
書
金
履
陽
が
当
十
銭
の
鋳
造
を
提
起
す
る
な
ど（
43
）、
大
銭

鋳
造
論
は
間
歇
的
に
噴
出
し
て
い
た
。
注
目
す
べ
き
は
金
履
陽
の
案
が
十
進
法
大
銭
論
で
あ
る
の
に
対
し
、
姜
浚
欽

の
案
は
趙
彦
臣
や
朴
趾
源
の
議
論
の
流
れ
を
汲
む
当
二
銭
論
で
あ
る
こ
と
、
原
資
と
し
て
現
銭
を
使
用
し
、
現
銭

一
〇
〇
文
中
七
〇
文
を
熔
解
し
て
当
二
銭
五
〇
文
に
改
鋳
し
、
残
り
三
〇
文
は
工
価
に
充
て
よ
と
主
張
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
た
と
え
当
二
銭
が
額
面
通
り
通
用
し
た
と
し
て
も
、
市
場
の
流
動
性
は
増
加
し
な
い
。
こ
の

よ
う
な
一
見
無
意
味
な
改
鋳
論
を
姜
浚
欽
が
敢
え
て
提
起
し
た
の
は
、
相
変
わ
ら
ず
市
場
に
出
回
り
続
け
て
い
る
粗

悪
銭
を
良
質
銭
に
置
き
換
え
る
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
鐚
銭
一
〇
〇
文
を
良
銭
五
〇
文
に
改
鋳
す
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る
と
新
た
に
財
政
負
担
が
発
生
す
る
し
、良
銭
と
鐚
銭
と
の
間
に
打
歩
が
生
じ
て
容
易
に
盗
鋳
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、

新
銭
を
二
文
と
し
て
通
用
さ
せ
る
と
い
う
妥
協
案
に
落
ち
着
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
純
祖
は
姜
浚
欽
の
提
案
を
真
剣
に
検
討
せ
ず
、
当
十
銭
の
鋳
造
も
許
さ
な
か
っ
た
。
結
局
政
府
は
銭
制
の

紊
乱
を
整
理
統
一
す
る
こ
と
な
く
、
ひ
た
す
ら
重
量
一
銭
二
分
程
度
の
小
型
の
常
平
通
宝
を
散
布
し
続
け
た
。
銭
の

継
続
的
供
給
に
よ
り
深
刻
な
銭
荒
は
落
ち
着
き
を
見
せ
た
し
、そ
も
そ
も
銅
銭
は
比
較
的
狭
い
地
域
に
止
ま
り
続
け
、

所
謂
「
支
払
協
同
体
」
を
越
え
て
遠
隔
地
に
運
搬
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
内
部
で
各
種
の
銭
の
比

価
が
決
め
ら
れ
て
い
れ
ば
、
雑
種
銭
制
が
蔓
延
し
て
い
て
も
地
域
経
済
に
決
定
的
打
撃
を
与
え
る
わ
け
で
は
な
い
。

一
九
世
紀
に
入
り
朝
鮮
経
済
は
銅
銭
本
位
制
の
色
合
い
を
強
め
る
が
、
そ
の
運
用
法
は
銀
本
位
制
の
中
国
と
似
て
い

た
。
す
な
わ
ち
中
国
で
は
地
域
ご
と
、
業
種
ご
と
に
銀
両
制
す
な
わ
ち
銀
の
計
量
法
が
異
な
り
、
政
府
は
財
政
上
の

尺
度
と
し
て
庫
平
銀
制
を
定
め
る
だ
け
で
、
市
中
に
お
け
る
銀
流
通
の
在
り
方
に
容
喙
し
な
か
っ
た
の
と
同
様（
44
）、

朝
鮮
政
府
も
常
平
通
宝
を
市
中
に
供
給
す
る
だ
け
で
、
銭
規
格
の
統
一
に
対
し
て
熱
心
に
取
り
組
ま
な
か
っ
た
。
大

銭
鋳
造
論
の
主
流
を
占
め
る
十
進
法
大
銭
鋳
造
論
は
主
に
銭
荒
対
策
と
し
て
提
起
さ
れ
、
銭
制
統
一
を
も
念
頭
に
置

い
た
当
二
銭
鋳
造
論
は
傍
流
に
止
ま
っ
た
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

常
平
通
宝
は
朝
鮮
王
朝
が
本
格
的
に
鋳
造
し
た
唯
一
の
銅
銭
で
あ
り
、
そ
の
規
格
は
粛
宗
四
年
の
単
字
銭
が
重
量

一
銭
二
分
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
五
年
以
降
の
二
字
銭
は
重
量
二
銭
五
分
程
度
に
倍
増
し
た
。
し
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か
し
鋳
造
技
術
の
低
さ
か
ら
重
量
の
ば
ら
つ
き
が
生
じ
、
ま
た
当
初
か
ら
官
庁
に
よ
る
悪
鋳
や
民
間
で
の
盗
鋳
が
横

行
し
て
銭
の
軽
薄
化
・
粗
悪
化
を
招
来
し
た
た
め
、
約
二
〇
年
で
鋳
銭
は
停
止
さ
れ
た
。
銭
の
供
給
停
止
に
よ
り
市

場
で
は
銭
荒
が
進
行
し
、
盗
鋳
の
横
行
と
も
相
俟
っ
て
、
大
小
精
粗
多
様
な
銭
が
市
中
に
出
回
る
よ
う
に
な
っ
た
。

英
祖
初
期
よ
り
間
歇
的
に
提
起
さ
れ
た
大
銭
鋳
造
論
の
背
景
に
は
、
巷
間
に
て
蔓
延
す
る
雑
多
な
銅
銭
を
大
銭
と
小

銭
に
整
理
し
て
銭
制
の
紊
乱
を
終
息
さ
せ
、以
て
銭
荒
を
解
消
さ
せ
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
は
大
別
し
て
十
進
法
大
銭
鋳
造
論
と
当
二
銭
鋳
造
論
と
に
分
類
さ
れ
る
が
、
前
者
を
唱
え
た
の
は
朝
廷
の
重

臣
で
あ
り
、
後
者
を
提
起
し
た
の
は
在
野
の
実
学
者
や
府
使
・
郡
守
ク
ラ
ス
の
地
方
官
で
あ
っ
た
。
十
進
法
大
銭
論

よ
り
当
二
銭
論
の
方
が
よ
り
穏
健
で
現
実
的
な
解
決
法
を
模
索
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
政
府
は
結
局
ど
ち
ら
も

採
用
せ
ず
、
英
祖
一
八
年
以
降
は
重
量
一
銭
二
分
程
度
の
一
文
銭
を
市
中
へ
追
加
供
給
す
る
に
止
ま
っ
た
。
以
上
が

本
稿
の
結
論
で
あ
る
。

　

清
代
中
国
で
も
私
鋳
銭
は
盛
ん
に
出
回
っ
て
お
り
、
ま
た
皇
帝
の
代
替
わ
り
に
伴
う
銭
の
名
称
や
大
き
さ
の
変
化

も
見
ら
れ
た
。
し
か
し
朝
鮮
の
よ
う
に
常
平
通
宝
と
い
う
名
称
を
共
有
し
な
が
ら
重
量
が
一
定
せ
ず
、
更
に
各
鋳
銭

機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
軽
薄
劣
悪
な
鐚
銭
を
鋳
造
す
る
と
い
っ
た
銭
制
紊
乱
は
清
代
史
や
江
戸
時
代
史
で
は
見
ら
れ
な
い

稀
有
な
現
象
で
あ
る
。
た
だ
市
中
で
雑
種
銭
制
が
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
た
の
か
を
具
体
的
に
語
る
史
料
は
無

く
、
こ
れ
以
上
の
分
析
は
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（
１
） 　

元
裕
漢
「
朝
鮮
後
期
貨
幣
流
通
에　

대
한　

一
考
察
―
―
高
額
銭
의　

鋳
用
論
議
를　

中
心
으
로
―
―
」『
韓
国
史
研
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究
』
六
輯
、
一
九
七
一
年
（
中
川
清
抄
訳
「
朝
鮮
後
期
の
貨
幣
政
策
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
―
高
額
銭
の
鋳
造
論
議
を
中

心
に
―
―
」『
朝
鮮
研
究
年
報
』
一
四
号
、
一
九
七
二
年
）、
同
『
朝
鮮
後
期
貨
幣
史
研
究
』
韓
国
研
究
院
、
一
九
七
五
年
、

一
六
五
―
一
六
六
頁
。
行
論
で
は
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
り
解
明
さ
れ
た
歴
史
的
事
実
に
つ
い
て
は
註
記
を
省
略
す
る
。
特

に
大
銭
鋳
造
論
の
概
略
に
つ
い
て
は
中
川
抄
訳
論
文
の
付
表
を
参
照
。

（
２
） 　

拙
稿
「
朝
鮮
王
朝
後
期
の
貨
幣
政
策
と
鴨
緑
江
辺
経
済
」
北
九
州
市
立
大
学
『
外
国
語
学
部
紀
要
』
一
二
九
号
、

二
〇
一
〇
年
。

（
３
） 　

須
川
英
徳「
朝
鮮
時
代
の
貨
幣
―
―『
利
権
在
上
』を
め
ぐ
る
葛
藤
―
―
」歴
史
学
研
究
会
編『
越
境
す
る
貨
幣
』青
木
書
店
、

一
九
九
九
年
、
一
〇
三
―
一
〇
四
頁
。

（
４
） 　

李
大
鎬
編
『
韓
国
貨
幣
史
』
韓
国
銀
行
発
券
部
、
一
九
六
六
年
、
二
九
頁
。

（
５
） 　
『
우
리
화
폐　

세
계
화
폐
』
韓
国
銀
行
、
二
〇
一
〇
年
、
二
八
頁
。

（
６
） 　
『
備
辺
司
謄
録
』
第
三
四
冊
、
粛
宗
四
年
正
月
二
四
日
。

（
７
） 　
『
朝
鮮
粛
宗
実
録
』
巻
七
、
粛
宗
四
年
正
月
乙
未
（
二
三
日
）。

（
８
） 　
『
備
辺
司
謄
録
』
第
三
四
冊
、
粛
宗
四
年
閏
三
月
二
四
日
。

（
９
） 　
『
朝
鮮
仁
祖
実
録
』
巻
二
八
、
仁
祖
一
一
年
一
一
月
壬
辰
。

（
10
） 　
『
備
辺
司
謄
録
』
第
三
五
冊
、
粛
宗
五
年
二
月
三
日
。

（
11
） 　

同
右
、
第
三
五
冊
、
粛
宗
五
年
二
月
一
九
日
。

（
12
） 　

同
右
、
第
三
五
冊
、
粛
宗
五
年
二
月
二
〇
日
。

（
13
） 　

同
右
、
第
三
五
冊
、
粛
宗
五
年
三
月
二
七
日
。

（
14
） 　

同
右
、
第
三
五
冊
、
粛
宗
五
年
四
月
九
日
。
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（
15
） 　

同
右
、
第
三
五
冊
、
粛
宗
五
年
五
月
一
三
日
。

（
16
） 　

同
右
、
第
三
五
冊
、
粛
宗
五
年
九
月
一
五
日
。

（
17
） 　
『
朝
鮮
粛
宗
実
録
』
巻
八
、
粛
宗
五
年
九
月
丁
未
。

（
18
） 　

同
右
、
巻
九
、
粛
宗
六
年
二
月
癸
亥
。

（
19
） 　
『
備
辺
司
謄
録
』
第
三
六
冊
、
粛
宗
八
年
三
月
二
八
日
。

（
20
） 　

李
憲
昶「
一
六
七
八
―
一
八
六
五
년
간　

貨
幣
量
과　

貨
幣
価
値
의　

推
移
」『
経
済
史
学
』二
七
号
、一
九
九
九
年
、八
頁
。

推
定
値
は
宋
賛
植
「
朝
鮮
後
期　

行
銭
論
」『
韓
国
思
想
体
系
Ⅱ
』
成
均
館
大
学
校
大
同
文
化
研
究
院
、
一
九
七
六
年
に
依

拠
す
る
。

（
21
） 　

同
右
、
三
一
頁
。
但
し
『
実
録
』『
備
辺
司
謄
録
』『
承
政
院
日
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
銭
価
が
ど
れ
ほ
ど
実
勢
価
格
を

反
映
し
て
い
る
の
か
疑
問
で
あ
る
し
、
銭
価
が
銀
価
よ
り
季
節
変
動
を
起
こ
し
や
す
い
こ
と
も
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
こ

れ
ら
の
数
値
は
一
つ
の
目
安
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

（
22
） 　
『
承
政
院
日
記
』
第
三
〇
三
冊
、
粛
宗
一
〇
年
五
月
一
二
日
。

（
23
） 　
『
備
辺
司
謄
録
』
第
三
七
冊
、
粛
宗
九
年
正
月
一
五
日
。

（
24
） 　

同
右
、
第
三
七
冊
、
粛
宗
九
年
正
月
二
九
日
。

（
25
） 　

同
右
、
第
四
三
冊
、
粛
宗
一
五
年
九
月
八
日
。

（
26
） 　

同
右
、
第
四
七
冊
、
粛
宗
一
九
年
七
月
三
日
。

（
27
） 　

拙
稿
「
朝
鮮
後
期
の
麤
布
」
九
州
大
学
『
東
洋
史
論
集
』
四
一
号
、
二
〇
一
三
年
。

（
28
） 　
『
備
辺
司
謄
録
』
第
四
九
冊
、
粛
宗
二
一
年
一
〇
月
二
五
日
。

（
29
） 　
『
朝
鮮
粛
宗
実
録
』
巻
三
二
、
粛
宗
二
四
年
五
月
己
卯
。
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（
30
） 　
『
備
辺
司
謄
録
』
第
五
九
冊
、
粛
宗
三
四
年
五
月
一
五
日
。

（
31
） 　

同
右
、
第
六
七
冊
、
粛
宗
四
〇
年
九
月
二
九
日
。

（
32
） 　

同
右
、
第
六
九
冊
、
粛
宗
四
二
年
一
二
月
二
五
日
。

（
33
） 　

同
右
、
第
七
〇
冊
、
粛
宗
四
三
年
一
一
月
一
一
日
。

（
34
） 　

同
右
、
第
七
一
冊
、
粛
宗
四
四
年
七
月
一
八
日
・
八
月
二
四
日
。

（
35
） 　

同
右
、
第
七
五
冊
、
景
宗
四
年
正
月
一
四
日
・
二
月
一
一
日
。

（
36
） 　

同
右
、
第
七
八
冊
、
英
祖
元
年
八
月
八
日
。

（
37
） 　

同
右
、
第
七
八
冊
、
英
祖
元
年
一
〇
月
六
日
。

（
38
） 　
『
承
政
院
日
記
』
第
六
〇
四
冊
、
英
祖
元
年
一
一
月
二
日
。

（
39
） 　

同
右
、
第
六
四
五
冊
、
英
祖
三
年
九
月
一
二
日
。

（
40
） 　

同
右
、
第
八
一
四
冊
、
英
祖
一
一
年
一
二
月
一
〇
日
の
条
に
、
宋
真
明
が
「
臣
於
辛
亥
疏
中
。
已
陳
大
小
銭
之
説
」
と

上
疏
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
な
お
英
祖
七
年
三
月
一
七
日
、
彼
は
刑
曹
参
判
か
ら
大
司
成
に
遷
り
、
更
に

九
月
二
五
日
、
平
安
道
観
察
使
に
遷
っ
て
い
る
。

（
41
） 　

朴
趾
源
『
燕
巌
集
』
巻
二
、
書
、
賀
金
右
相
履
素
書
、
別
紙
。

（
42
） 　

実
際
に
は
英
祖
二
七
年
二
月
か
ら
英
祖
二
八
年
六
月
ま
で
の
間
、
三
営
で
六
〇
万
七
〇
〇
〇
両
が
鋳
造
さ
れ
た
。
前
註

（
20
）
李
、
九
頁
。

（
43
） 　
『
朝
鮮
純
祖
実
録
』
巻
一
七
、
純
祖
一
三
年
四
月
戊
午
、
同
右
、
巻
一
九
、
純
祖
一
六
年
七
月
辛
亥
。

（
44
） 　

宮
下
忠
雄
『
中
国
幣
制
の
特
殊
研
究
』
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
五
二
年
。




